
雇児保発 1226 第 1 号 
平成２６年１２月２６日 

 
   都道府県   
 各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 
      中 核 市 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 
                         （公  印  省  略） 
 
 

「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」の 
一部改正について 

 
 
  保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業については、「保育教諭確保のための

保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」（平成 26年 5 月 29 日雇児保発第 0529

第 1 号本職通知。以下「本通知」という。）により実施されているところであるが、今

般、別紙のとおり本通知の一部を改正することとしたので、御留意の上、その適正かつ

円滑な実施を図られたく通知する。 

   
                                       
 
     



「保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の円滑な運営について」 新旧対照表（下線部：変更箇所） 
新 旧 

雇児保発 0529 第 1 号 
平成２６年５月２９日 

＜一部改正＞ 雇児保発 1226 第 1 号 
平成２６年１２月２６日  

 
  都道府県 
各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 
  中 核 市  
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 
（公印省略）  

 
保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の円滑な運営につい

て 
 
 
「安心こども基金管理運営要領」（平成 21 年 3 月 5 日 20 文科初第

1279 号・雇児発第 0305005 号文部科学省初等中等教育局長、厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙。以下「運営要領」とい

う。）の別添７の６（以下「別添７の６」という。）に定める「保育教

諭確保のための保育士資格取得支援事業」については、以下によるこ

ととしたので、その円滑な実施を図るため、ご了知いただくとともに、

関係機関への周知方よろしくご配意願いたい。 

雇児保発 0529 第 1 号 
平成２６年５月２９日 

 
   
 

都道府県 
各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 
  中 核 市  
 
 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 
（公印省略）  

 
保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の円滑な運営につい

て 
 
 
「安心こども基金管理運営要領」（平成 21 年 3 月 5 日 20 文科初第

1279 号・雇児発第 0305005 号文部科学省初等中等教育局長、厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙。以下「運営要領」とい

う。）の別添７の６（以下「別添７の６」という。）に定める「保育教

諭確保のための保育士資格取得支援事業」については、以下によるこ

ととしたので、その円滑な実施を図るため、ご了知いただくとともに、

関係機関への周知方よろしくご配意願いたい。 



 
記 

 
１ 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の対象について 
（１）対象となる施設 

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（以下「本事業」

という。）の対象となる施設（以下「対象施設」という。）は次の

いずれか又はその両方を満たすものであり、いずれも別添７の６

に定める時期までに、本事業の対象となる幼稚園教諭免許状を有

しており、かつ、保育士資格を有していない者（以下「受講者」

という。）が保育士証の交付を受けるまでの間、以下の内容を満

たしていること。 
ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」

という。）第３条第３項に規定する施設のうち、幼稚園と保育

所で構成されるもの（以下「幼保連携型認定こども園」という。）

であること。 
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 66 号）

による改正後の認定こども園法（以下「改正認定こども園法」

という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以

下「新幼保連携型認定こども園」という。）への移行を予定し

ている保育所、幼稚園、認定こども園等の施設（以下「保育所

等」という。）であること。 
   
（２）受講者 

 
記 

 
１ 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の対象について 
（１）対象となる施設 

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（以下「本事業」

という。）の対象となる施設は次のとおりであり、いずれも別添

７の６に定める時期までに、本事業の対象となる幼稚園教諭免許

状を有しており、かつ、保育士資格を有していない者（以下「受

講者」という。）が保育士証の交付を受けるまでの間、以下の内

容を満たしていること。 
 
・ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」

という。）第３条第３項に規定する施設（以下「幼保連携型認

定こども園」という。）又は当該施設の認定を目指す施設（以

下「対象施設」という。）であること。 
   
 
 
 
 
 
 
 
（２）受講者 



  ① 対象者 
本事業の対象となる受講者は、平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間に、指定保育士養成施設（以下「養

成施設」という。）において教科目の受講を開始し、児童福祉

法施行規則第６条の１１の２の規定により保育士資格を取得

すること。 
また、当該者は保育士資格取得後、保育士登録した日から起

算して対象施設に１年以上勤務すること。 
 
 
 
② （略） 

 
（３）指定保育士養成施設 

① 受講方法 
受講者は、養成施設での受講（通信制、昼間、昼夜開講制、

夜間、昼間定時制）により保育士資格を取得する。 
また、過去に保育士養成課程の科目の一部を修めないで卒業

した者で、養成施設において、児童福祉法施行規則第６条の１

０第２項に掲げる筆記試験科目（同項第２号の教育原理及び第

５号の保育の心理学を除く。）に相当する教科目を履修するこ

とで上記（２）の①の要件を満たす場合も本事業の対象とする。 
② 受講開始 

本事業においては、養成施設に入学した日又は養成施設から

の受講許可を得た日のいずれか早い日を受講開始とする。 
 

① 対象者 
本事業の対象となる受講者は、平成２６年４月１日から平成

２７年３月３１日までの間に、指定保育士養成施設（以下「養

成施設」という。）において教科目の受講を開始し、養成施設

の卒業又は児童福祉法施行規則第６条の１１第２項の規定に

より保育士資格を取得すること。 
また、当該者は保育士資格取得後、保育士登録した日から起

算して対象施設に１年以上勤務すること。ただし、幼保連携型

認定こども園以外に勤務する受講者が本事業により保育士資

格を取得した場合は、取得後速やかに保育所又は認定こども園

に勤務すること。 
② （略） 

 
（３）指定保育士養成施設 

① 受講方法 
受講者は、養成施設での受講（通信制、昼間、昼夜開講制、

夜間、昼間定時制）により保育士資格を取得する。 
また、過去に保育士養成課程の科目の一部を修めないで卒業

した者で、その教科目を履修することで保育士資格を取得する

場合も本事業の対象とする。 
 
 

② 受講開始 
本事業においては、養成施設に入学した日を受講開始とす

る。 
 



（４）運営要領別添１１の２の対象施設に勤務している保育士の幼稚

園教諭免許状取得に伴う代替保育士の雇上費 
① 対象施設 

運営要領別添１１の２（以下「別添１１の２」という。）に

掲げる対象施設（以下「別添１１の２の対象施設」という。）。

ただし、当該対象施設のうち、国又は地方公共団体が設置した

施設は除く。 
② 対象者 

別添１１の２の対象施設に勤務している保育士（以下「対象

保育士」という。）の幼稚園教諭免許状取得に伴い、代替とし

て雇い上げた保育士（以下「代替保育士」という。）であるこ

と。 
 
２ （略） 
 
３ 対象経費の支払い等について 
（１）支払い 
  ① 養成施設受講料や教材費等の経費（以下「対象経費」という。）

は受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に１年間勤務

した後に支払うことができる。ただし、本事業の実施期限まで

に保育士資格の取得及び取得後対象施設において１年間の勤

務を終えることが見込まれない場合は、当該支払を受けること

ができない。 
  ② 代替保育士雇上費は対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付

を受けた後に支払うことができる。ただし、別添１１の２で定

める実施期限までに対象保育士が幼稚園教諭免許状の取得及

（４）対象施設に勤務している保育士の幼稚園教諭免許状取得に伴う

代替保育士の雇上費 
① 対象施設 

上記１の（１）で規定する対象施設。ただし、当該対象施設

のうち、国又は地方公共団体が設置した施設は除く。 
 
 

② 対象者 
対象施設に勤務している保育士（以下「対象保育士」という。）

の幼稚園教諭免許状取得に伴い、代替として雇い上げた保育士

（以下「代替保育士」という。）であること。 
 
 
２ （略） 
 
３ 対象経費の支払い等について 
（１）支払い 

① 養成施設受講料や教材費等の経費（以下「対象経費」という。）

は受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設又は保育所あ

るいは認定こども園に１年間勤務した後に支払うことができ

る。ただし、本事業の実施期限までに保育士資格の取得及び取

得後１年間保育所又は認定こども園に勤務することができな

い場合は、当該支払を受けることができない。 
② 代替保育士雇上費は対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付

を受けた後に支払うことができる。ただし、「安心こども基金

管理運営要領」の別添１１の２で定める実施期限までに対象保



び取得後別添１１の２の対象施設において１年間の勤務を終

えることが見込まれない場合は、当該支払を受けることができ

ない。 
 
（２）支払いの申請及び確認 
  ① 受講者の対象経費 
    対象施設は、受講者が保育士登録後、対象施設に勤務を開始

した日から起算して１年経過した日の属する月の末日までに、

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業完了報告書（以

下「完了報告書」という。別添様式２）及び次に掲げる書類を

実施主体に提出すること。ただし、やむを得ない理由により当

該期日までに提出できない場合は、この限りでない。 
 
ア 受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に１年以上

勤務していることが確認できる書類 
イ及びウ （略） 
 

② 代替保育士の雇上費 
別添１１の２の対象施設は、対象保育士が幼稚園教諭免許状

を取得した日の属する月の末日までに、完了報告書及び次に掲

げる書類を実施主体に提出すること。ただし、やむを得ない理

由により当該期日までに提出できない場合は、この限りではな

い。 
   ア 対象保育士及び代替保育士が別添１１の２の対象施設に

勤務していたことが確認できる書類 
イ （略） 

育士が幼稚園教諭免許状の取得及び取得後１年間幼稚園又は

認定こども園に勤務することができない場合は、当該支払を受

けることができない。 
 
（２）支払いの申請及び確認 

① 受講者の対象経費 
    対象施設は、受講者が保育士登録後、保育所又は認定こども

園に勤務を開始した日から起算して１年経過した日の属する

月の末日までに、保育教諭確保のための保育士資格取得支援事

業完了報告書（以下「完了報告書」という。別添様式２）及び

次に掲げる書類を実施主体に提出すること。ただし、やむを得

ない理由により当該期日までに提出できない場合は、この限り

でない。 
ア 受講者が保育士証の交付を受けた後、保育所又は認定こど

も園に１年以上勤務していることが確認できる書類 
イ及びウ （略） 

 
② 代替保育士の雇上費 

対象施設は、対象保育士が幼稚園教諭免許状を取得した日の

属する月の末日までに、完了報告書及び次に掲げる書類を実施

主体に提出すること。ただし、やむを得ない理由により当該期

日までに提出できない場合は、この限りではない。 
 
ア 代替保育士が対象施設に勤務していたことが確認できる

書類 
イ （略） 



 
（３）対象経費の留意事項 
   対象経費は、対象施設が受講者の保育士資格取得のために養成

施設に支払った費用に基づき算定するが、この算定については、

次の事項に留意する。 
   なお、この場合において、受講者が養成施設に支払った費用も

含む。 
①から⑥  （略） 

 
４ 領収書について 
（１）受講に係る領収書等 
   養成施設の長が、対象経費について発行した領収書又は養成施

設に対し振込を行ったことを金融機関が証明した書類（以下「振

込証明書類」という。）とする。 
なお、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払

う契約を行った場合は、クレジット契約証明書（クレジット伝票

の控に必要事項を付記したものを含む。）とすること。  
 
（２）領収書（又は振込証明書類、クレジット契約証明書。以下「領

収書等」という。）には、次の事項が記載されていることを確認

すること。  
アからカ （略）  

 
（３）領収書等に訂正のある場合、養成施設の訂正印のないものは無

効であること。  
 

 
（３）対象経費の留意事項 
   対象経費は、対象施設が受講者の保育士資格取得のために養成

施設に支払った費用に基づき算定するが、この算定については、

次の事項に留意する。 
 
 
①から⑥ （略）  

 
４ 領収書について 
（１）受講に係る領収書 
   養成施設の長が、対象施設が支払った対象経費について発行し

た領収書とする。 
なお、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払

う契約を行った場合は、クレジット契約証明書（クレジット伝票

の受講者用控に施設が必要事項を付記したものを含む。）とする

こと。  
 
（２）領収書（又はクレジット契約証明書）には、次の事項が記載さ

れていることを確認すること。  
 

アからカ （略） 
 
（３）領収書に訂正のある場合、養成施設の訂正印のないものは無効

であること。  
 



（４）養成施設に係る領収書等については、確認後、原則として当該

対象施設に返却すること。 
但し、必要に応じて施設了承の上で写しを取っておくこと。 

 
（５）本事業は、受講者及び対象保育士が保育士資格・幼稚園教諭免

許を取得し、対象施設における保育士・幼稚園教諭の確保を図り、

子どもを安心して育てることができるよう、体制の整備を支援す

るものであるため、原則、対象施設及び別添１１の２の対象施設

が対象経費を負担すること。 
 
５ （略） 
 
別添様式１及び２ （略） 

（４）養成施設に係る領収書については、確認後、原則として当該対

象施設に返却すること。 
但し、必要に応じて施設了承の上で写しを取っておくこと。 

 
（５）本事業は、受講者及び対象保育士が保育士資格・幼稚園教諭免

許を取得し、対象施設における保育士・幼稚園教諭の確保を図り、

子どもを安心して育てることができるよう、体制の整備を支援す

るものであるため、原則、対象施設が対象経費を負担すること。 
 
 
５ （略） 
 
別添様式１及び２ （略） 

 



雇 児 保 発 05 2 9 第 1 号 

平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日 

＜一部改正＞ 雇 児 保 発 12 2 6 第 1 号 

平成２６年１２月２６日 

 

  都道府県 

各 指定都市 児童福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長 

（公印省略）   

 

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の円滑な運営について 

 

 

「安心こども基金管理運営要領」（平成 21 年 3 月 5 日 20 文科初第 1279 号・雇児発第 0305005

号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知の別紙。以下「運

営要領」という。）の別添７の６（以下「別添７の６」という。）に定める「保育教諭確保のため

の保育士資格取得支援事業」については、以下によることとしたので、その円滑な実施を図るた

め、ご了知いただくとともに、関係機関への周知方よろしくご配意願いたい。 

 

記 

 

１ 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業の対象について 

（１）対象となる施設 

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業（以下「本事業」という。）の対象となる施

設（以下「対象施設」という。）は次のいずれか又はその両方を満たすものであり、いずれも

別添７の６に定める時期までに、本事業の対象となる幼稚園教諭免許状を有しており、かつ、

保育士資格を有していない者（以下「受講者」という。）が保育士証の交付を受けるまでの間、

以下の内容を満たしていること。 

ア 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法

律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第３条第３項に規定する施設のうち、幼稚

園と保育所で構成されるもの（以下「幼保連携型認定こども園」という。）であること。 

イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律（平成 24 年法律第 66 号）による改正後の認定こども園法（以下「改正認定こど

も園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「新幼保連携型

認定こども園」という。）への移行を予定している保育所、幼稚園、認定こども園等の施設

改正後全文 



（以下「保育所等」という。）であること。 

   

   

（２）受講者 

  ① 対象者 

本事業の対象となる受講者は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間

に、指定保育士養成施設（以下「養成施設」という。）において教科目の受講を開始し、児

童福祉法施行規則第６条の１１の２の規定により保育士資格を取得すること。 

また、当該者は保育士資格取得後、保育士登録した日から起算して対象施設に１年以上

勤務すること。 

② 類似事業による貸付等を受けている場合の取扱い 

保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする

事業による貸付等を受けている場合は、本事業の対象にならない。 

 

（３）指定保育士養成施設 

① 受講方法 

受講者は、養成施設での受講（通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制）により

保育士資格を取得する。 

また、過去に保育士養成課程の科目の一部を修めないで卒業した者で、養成施設におい

て、児童福祉法施行規則第６条の１０第２項に掲げる筆記試験科目（同項第２号の教育原

理及び第５号の保育の心理学を除く。）に相当する教科目を履修することで上記（２）の①

の要件を満たす場合も本事業の対象とする。 

② 受講開始 

本事業においては、養成施設に入学した日又は養成施設からの受講許可を得た日のいず

れか早い日を受講開始とする。 

 

（４）運営要領別添１１の２に掲げる対象施設に勤務している保育士の幼稚園教諭免許状取得に

伴う代替保育士の雇上費 

① 対象施設 

運営要領別添１１の２（以下「別添１１の２」という。）に掲げる対象施設（以下「別添

１１の２の対象施設」という。）。ただし、当該対象施設のうち、国又は地方公共団体が設

置した施設は除く。 

② 対象者 

別添１１の２の対象施設に勤務している保育士（以下「対象保育士」という。）の幼稚園

教諭免許状取得に伴い、代替として雇い上げた保育士（以下「代替保育士」という。）であ

ること。 

 

２ 実施計画書について 



（１）提出 

  ① 本事業を実施する対象施設は、保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業実施計画

書（以下「実施計画書」という。別添様式１）及び（２）に定める確認書類を本事業の実

施主体である都道府県、指定都市又は中核市（以下「実施主体」という。）に提出すること。 

なお、実施計画書を提出することができる期間は、平成２６年４月１日から平成２７年

３月３１日までの間とする。 

② 実施主体は、実施計画書が提出された際は、内容を確認し、本事業の対象の可否を速や

かに当該対象施設に通知すること。 

 

（２）確認書類 

実施計画書の確認にあたっては、受講者及び代替保育士が当該対象施設に勤務しているこ

とが確認できる書類を提出させること。 

また、本事業の対象となった受講者及び対象保育士が受講を開始した場合は、養成施設に

在学していることが確認できる書類を提出させること。 

なお、実施計画書の提出前に受講を開始している場合は、実施計画書を提出する際に、養

成施設に在学していることが確認できる書類を提出させること。 

 

３ 対象経費の支払い等について 

（１）支払い 

  ① 養成施設受講料や教材費等の経費（以下「対象経費」という。）は受講者が保育士証の交

付を受けた後、対象施設に１年間勤務した後に支払うことができる。ただし、本事業の実

施期限までに保育士資格の取得及び取得後対象施設において１年間の勤務を終えることが

見込まれない場合は、当該支払を受けることができない。 

  ② 代替保育士雇上費は対象保育士が幼稚園教諭免許状の交付を受けた後に支払うことがで

きる。ただし、別添１１の２で定める実施期限までに対象保育士が幼稚園教諭免許状の取

得及び取得後別添１１の２の対象施設において１年間の勤務を終えることが見込まれない

場合は、当該支払を受けることができない。 

 

（２）支払いの申請及び確認 

  ① 受講者の対象経費 

    対象施設は、受講者が保育士登録後、対象施設に勤務を開始した日から起算して１年経

過した日の属する月の末日までに、保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業完了報

告書（以下「完了報告書」という。別添様式２）及び次に掲げる書類を実施主体に提出す

ること。ただし、やむを得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、この限り

でない。 

ア 受講者が保育士証の交付を受けた後、対象施設に１年以上勤務していることが確認で

きる書類 

イ 養成施設の長が発行する対象経費の領収書 



ウ 保育士証の写し 

② 代替保育士の雇上費 

別添１１の２の対象施設は、対象保育士が幼稚園教諭免許状を取得した日の属する月の

末日までに、完了報告書及び次に掲げる書類を実施主体に提出すること。ただし、やむを

得ない理由により当該期日までに提出できない場合は、この限りではない。 

   ア 対象保育士及び代替保育士が別添１１の２の対象施設に勤務していたことが確認でき

る書類 

イ 対象保育士の幼稚園教諭免許状の写し 

 

（３）対象経費の留意事項 

   対象経費は、対象施設が受講者の保育士資格取得のために養成施設に支払った費用に基づ

き算定するが、この算定については、次の事項に留意する。 

   なお、この場合において、受講者が養成施設に支払った費用も含む。 

① 対象経費の対象は、養成施設の長が証明する養成施設に対して支払われた入学料（養成

施設における受講の開始に際し、当該養成施設に納付する入学金又は登録料）、受講料（面

接授業料、教科書代及び教材費（受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。））及び上

記経費の消費税とすること。 

② 対象経費とならないものは、次の経費とすること。 

ア  その他の検定試験の受講料  

イ  受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費 

ウ  補講費 

エ  養成施設が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用 

オ  養成施設が実施する各種行事参加に係る費用 

カ  学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用 

キ  受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等 

③ 算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。  

④ 入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等のいずれの

場合でも、支払った費用として養成施設の長が証明する額を対象とすること。  

⑤ クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジッ

ト会社に対する分割払い手数料（金利）は、対象経費に該当しないこと。  

⑥ 支給申請時点で養成施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならない

こと。  

 

４ 領収書について 

（１）受講に係る領収書等 

   養成施設の長が、対象経費について発行した領収書又は養成施設に対し振込を行ったこと

を金融機関が証明した書類（以下「振込証明書類」という。）とする。 

なお、クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、ク



レジット契約証明書（クレジット伝票の控に必要事項を付記したものを含む。）とすること。  

 

（２）領収書（又は振込証明書類、クレジット契約証明書。以下「領収書等」という。）には、次

の事項が記載されていることを確認すること。  

ア  「養成施設の名称」  

イ  「支払者名」  

ウ  「領収額（又はクレジット契約額）」  

エ  「領収額の内訳（入学料と受講料のそれぞれの額）」  

オ  「領収日（又はクレジット契約日）」  

カ  「領収印」  

 

（３）領収書等に訂正のある場合、養成施設の訂正印のないものは無効であること。  

 

（４）養成施設に係る領収書等については、確認後、原則として当該対象施設に返却すること。 

但し、必要に応じて施設了承の上で写しを取っておくこと。  

 

（５）本事業は、受講者及び対象保育士が保育士資格・幼稚園教諭免許を取得し、対象施設にお

ける保育士・幼稚園教諭の確保を図り、子どもを安心して育てることができるよう、体制の

整備を支援するものであるため、原則、対象施設及び別添１１の２の対象施設が対象経費を

負担すること。 

 

５ 留意事項 

（１）実施主体は、提出された実施計画書に基づき、事業実施期限までの間、適切に補助が行え

るよう、当該期間中において補助に必要な財源を確保しておくこと。 

 

（２）本事業の実施期間中において、対象施設が本事業の実施要件を満たしているかどうかの確

認等に当たっては、必要に応じ市区町村と連携すること。また、本事業の適正な実施を確認

するために市区町村との連携が不可欠であると実施主体が判断する場合は、市区町村を通じ

て対象施設に対して補助することも差し支えないが、その実施に当たっては、市区町村と十

分協議すること。 

  



（別添様式１） 

 

 

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業実施計画書 

 

 

実施主体の長 殿 

 

平成  年  月  日 

対 象 施 設 の 長 印 

 

①施設名 施設名 

②住所 
（〒   -    ） 電話（   ） 

   - 

③受講者の氏名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日 
     年 

   月  日生（  歳） 

④養成施設名  

⑤受講期間 
平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

（受講開始日（入学日）） 

⑥保育実習や面接授業期間 保育実習    日、面接授業    日、合計     日 

⑦受講に要する費用 入学料     円、受講料     円、合計     円 

⑧保育士修学資金貸付事業

等、類似事業の貸付等の有無 

保育士修学資金貸付事業等の類似事業の貸付等を 

 受けている ・ 受けていない 

⑨代替保育士の氏名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日 
     年 

   月  日生（  歳） 

（備考） 

 

 

 

 

  



（別添様式２） 

 

 

保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業完了報告書 

 

 

実施主体の長 殿 

 

平成  年  月  日 

対 象 施 設 の 長 印 

 

①施設名 施設名 

②住所 
（〒   -    ） 電話（   ） 

   - 

③受講者の氏名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日 
     年 

   月  日生（  歳） 

④養成施設名  

⑤受講期間 
平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

（受講開始日（入学日）） 

⑥保育実習や面接授業期間 保育実習    日、面接授業    日、合計     日 

⑦受講に要した費用 入学料     円、受講料     円、合計     円 

⑧代替保育士の氏名 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

生年月日 
     年 

   月  日生（  歳） 

⑨代替保育士の雇上期間 
平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

（    日間） 

（備考） 

 

 

 

 

 


